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「ケアマネジャー総合相談」事業のご案内 

 

初秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会におきましては４年前より基金事業として、ケアマネジャー総合

相談事業を行っております。アドバイザーが事業所をご訪問して、意見交換を行

うことによって、担当する利用者の支援に活用したり、日常業務についてアドバ

イスを受けたりできると別紙のようにご好評を頂いております。 

 今年度も、日常業務の再確認や第三者的な意見を参考程度に聞きたいという気

軽な雰囲気で利用できる形で実施しますので、この機会にぜひ、ご活用いただき

たくご案内申し上げます。 

 

○具体的な支援の内容としては、 

  ・事業所に所属するケアマネジャーの実際の担当利用者のケアマネジメント

を振り返り、それをもとにする支援・助言 

  ・自立支援型ケアマネジメントや公正中立の視点に立った助言 

  ・運営基準や介護報酬の算定等において、見落としている点がないかどうか

の確認・助言  

などを想定していますが、日常業務の振り返りとして、「今さらだけど、ここの

部分を確認したい」というような気軽な意見交換というイメージです。（事例は

なくても構いません） 

 

○事業所を訪問するアドバイザー 

協会が派遣するアドバイザーは、協会の理事である主任介護支援専門員の

他、協会の理事会が適当と認めた介護支援専門員とします。もちろん、相談

内容の秘密は厳守いたします。 

 

○その他 

   訪問時間は、概ね 2～3時間を想定しています。事業所負担金は 3千円で

す。予算の関係上、先着 25事業所とさせていただきますが、訪問日が数か月

先になることもあります。裏面の書式でＦＡＸにてお申し込みください。 

   お問い合わせは、基本（月）（水）（金）の 10時～16時に当協会事務局 

（電話：０５９－２１３－７７６６）までお願いします。 


